
C案

令和７年

午後５時～午後８時

１２8㊊

受付
日時

電話番号

六
法

主催：東京都人権プラザ
東京都人権プラザは、東京都が設置した人権啓発のための拠点施設です。　（公財）東京都人権啓発センターが指定管理者として管理・運営しています。

相談時間 一人当たり10分程度 費　用 無料

詳しくは裏面をご覧ください。

▶一般相談　▶法律相談　▶「インターネットにおける人権侵害」に関するSNS（LINE）相談
▶「インターネットにおける人権侵害」に関する法律相談

東京都人権プラザでは、様々な人権相談を通年で実施しています（全て無料）。

令
和
７
年
12
月
４
日
〜
１０
日
の
人
権
週
間
に
あ
た
り
、

夜
間
に
電
話
に
よ
る「
人
権（
法
律
）相
談
」を
実
施
し
ま
す
。

人
権
侵
害
や
、日
常
生
活
の
法
律
問
題
に
つ
い
て
、

弁
護
士
が
電
話
で
相
談
を
お
受
け
し
ま
す
。

個
人
の
秘
密
は
固
く
守
り
ま
す
の
で
、

ど
な
た
で
も
安
心
し
て
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
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